
甲南大学法科大学院入学試験問題について  

2 0 1 7 年 度 秋 入 学・ 2 0 1 8 年 度 春 入学  

一 般 入 学 試 験 （ A 日 程 ・ 8 月 2 0 日 分 ）  

 

試 験 科 目 ： 刑 事 訴 訟 法  

１  出 題 趣 旨  

【 第 １ 問 】 検 証 と 実 況 見 分 の 意 味 ， 根 拠 ， 異 同 に つ い て 説 明 し な

さ い 。  

○ 検 証 は 捜 査 機 関 ま た は 裁 判 所 に よ る も の ご と の 性 状 把 握 。実

況 見 分 も 共 通 す る 処 分 の 属 性 で 主 に 捜 査 機 関 が 行 う（ 裁 判 所 に

よ る 実 況 見 分 は 実 際 上 行 わ な い ）。検 証 → 強 制 処 分 。処 分 の た

め に 他 人 の 憲 法 上 保 障 さ れ る 重 要 な 権 利 を 制 圧 侵 害 し な け れ

ば こ れ を 実 施 で き な い 場 合 に は ，検 証 許 可 状 に よ る（ ２ １ ８ 条 ）。

実 況 見 分 は こ れ が な い → １ ９ ７ 条 １ 項 本 文 に よ る 。証 拠 法 上 は

扱 い は 等 し い （ ３ ２ １ 条 ３ 項 ） 。  

【 第 ２ 問 】   

○ 法 ３ ２ ０ 条 １ 項 の 趣 旨 に つ い て 説 明 し な さ い 。  

伝 聞 「 供 述 」 を そ の ま ま で は 証 拠 に は し な い 証 明 政 策 。  

事 実 を 説 明 す る こ と ば の 場 合 ，知 覚・記 憶・表 現・叙 述 の 過 程

に 誤 り が 入 り う る の で ，基 本 的 に は 供 述 者 本 人 が 公 判 廷 で 証 言

す る こ と を 求 め る も の 。被 告 人 の 立 場 か ら は 憲 法 ３ ７ 条 ２ 項 の

証 人 喚 問 審 問 権 （ 反 対 尋 問 権 と も な る ） 保 障 の た め 。  

【 第 ３ 問 】   

上 訴 の 種 類 と そ の 概 要 に つ い て 説 明 し な さ い 。  

○ 控 訴 ， 上 告 ， 抗 告 の ３ 種 類 に つ い て ， ① 対 象 ， ② 適 法 な 上 訴

の 理 由 ， ③ 事 後 の 処 置 を 軸 に し て 整 理 す る こ と 。  

ア ： 控 訴  一 審 の 判 決 に 対 す る 上 訴 。 高 裁 。 絶 対 的 控 訴 理 由 と

相 対 的 控 訴 理 由 の 摘 示 。 事 後 査 で あ る こ と （ 一 審 手 続 の 点 検 が 役

割 で あ る こ と ） 。 但 し ， 破 棄 事 由 が あ る と き ， 自 判 に 熟 し て い る

と き は 自 ら 実 体 判 断 も で き る 。  

イ ： 上 告  控 訴 審 の 判 決 に 対 す る 上 訴 。 最 高 裁 。 上 告 理 由 は 限

定 列 挙 （ 判 例 違 反 ， 憲 法 違 反 ） 。 但 し ， ４ １ １ 条 あ り （ 職 権 破 棄

事 由 ） 。 事 後 審 。  

ウ ： 抗 告   

・ 審 理 に 伴 う 手 続 事 項 に 関 す る 裁 判 所 の 決 定 に つ い て 不 服 を 申

し 立 て る 。 ４ ２ ０ 条 の 大 き な 制 約 が あ る 。  

・ 控 訴 審 の 決 定 に 対 し て は ， 「 抗 告 に 代 わ る 異 議 の 申 し 立 て 」

が で き る （ ４ ２ ８ 条 ） 。  

・ 裁 判 官 が 主 に 捜 査 段 階 で 行 う 裁 判 （ 例 ， 勾 留 ） に は 準 抗 告 を

申 し 立 て る （ ４ ２ ９ 条 ） 。  

・ 抗 告 に 関 す る 最 高 裁 へ の 申 立 が 特 別 抗 告 （ ４ ３ ３ 条 ） 。  

・ 主 に 捜 査 段 階 の 令 状 裁 判 ， 捜 査 官 の 処 分 な ど に 対 す る 準 抗 告

（ ４ ２ ９ 条 ， ４ ３ ０ 条 ）  



 

２  採 点 実 感  

【 １ 問 】「 捜 査 機 関 ま た は 「 裁 判 所 」 に よ る 性 状 把 握 の 摘 示 は ほ

ぼ 的 確 に で き て い る 。「 捜 査 機 関 」「 裁 判 所 」 に よ る ， と い う 不 可 欠

の 要 件 を 書 き 落 と す も の も 多 い（ 鑑 定 と の 識 別 ）。実 況 見 分 と の 差 異

は 処 分 実 施 に あ た り 被 処 分 者 の 権 利 侵 害 を 伴 う 否 か で あ る こ と を 的

確 に 指 摘 し た も の も 多 く な い 。 証 拠 法 上 扱 い が 同 じ で あ る こ と の 摘

示 も 少 な か っ た 。  

【 2 問 】 ３ ２ ０ 条 １ 項 が 「 人 の こ と ば 」 で あ っ て 事 実 を 叙 述 し

て い る が ， そ の 事 実 を 証 明 す る 証 拠 と す る 場 合 ， こ の こ と ば を 書

き 留 め た 書 面 や こ れ を 聞 い た 人 の 供 述 ・ 証 言 で は ， こ の こ と ば を

証 拠 に で き な い こ と ，と い う 回 り く ど い 内 容 を 的 確 に 説 明 し た も

の が ほ と ん ど な い 。「 公 判 期 日 に お け る 供 述 」 つ ま り 公 判 廷 で 証

言 ま た は 被 告 人 供 述 と し て 語 る の が 原 則 で あ る こ と を 示 し て い

る こ と の 摘 示 は 皆 無 で あ る 。「 知 覚 ・ 記 憶 ・ 表 現 ・ 叙 述 の 過 程 の

誤 り 」 と い う 表 面 的 な こ と は 指 摘 で き て も ， 伝 聞 禁 止 と い う 証 明

政 策 の も っ と も 大 切 な 考 え 方 が 明 確 に 示 さ れ て い な い 。  

【 3 問 】  

３  学 習 方 法  

基 本 書 で 基 本 的 な 手 続 の 流 れ と 個 々 の 要 素 ・ 概 念 ・ 原 理 の 正 確 な 理

解 ， 条 文 の 趣 旨 の 基 本 的 な 理 解 を 学 ぶ こ と 。 特 殊 な 学 説 の 展 開 な ど

で は な く ， 刑 事 訴 訟 の 基 本 そ の も の を 徹 底 し て 学 習 す る こ と 。  

  



甲南大学法科大学院入学試験問題について  

－ ２ ０ １ ７ 年 一 般 入 学 試 験 （ A 日 程  ８ － ２ ７ ） －  

 

試 験 科 目 ： 刑 事 訴 訟 法  

１  出 題 趣 旨  

【 第 １ 問 】  

逮 捕 の 種 類 と 各 逮 捕 手 続 の 概 要 （ 引 致 ま で ） に つ い て 説 明 し な さ

い 。  

○ ① 通 常 逮 捕 ， 緊 急 逮 捕 ， 現 行 犯 逮 捕 の 要 件 を 示 す こ と 。  

 ② 事 前 の 手 続 の 違 い ～ 令 状 請 求 ・ 発 付  あ る ・ な し  

 ③ 現 場 の 手 続 の 違 い  

通 常 逮 捕 ～ 令 状 提 示  

緊 急 逮 捕 ～ 理 由 告 知  

現 行 犯 逮 捕 ～ 即 時 の 逮 捕  

 ④ 逮 捕 自 体 と し て の 事 後 手 続  

  緊 急 逮 捕 の み 令 状 請 求 ， 令 状 提 示  

【 第 ２ 問 】  

訴 因 の 意 義 ， 訴 因 変 更 の 要 否 ， 可 否 に つ い て 説 明 し な さ い 。  

○ 訴 因  

ア （ 意 義 ）： 検 察 官 の 主 張 ， 審 判 対 象 。 構 成 ～ 罪 と な る べ き 事 実

と 法 律 構 成 ・ 評 価 。 日 時 ・ 場 所 ・ 方 法 に よ る 可 能 な 限 り の 特 定 が

要 る 。  

イ （ 訴 因 変 更 の 要 否 ）： 検 察 官 の 主 張 と 証 拠 調 べ の 結 果 と が ズ レ

を 生 じ ， 裁 判 所 の 心 証 が 訴 因 か ら 逸 れ て い る と き に ， 検 察 官 が 訴

因 を 修 正 し て ズ レ を 解 消 す る も の 。 基 本 的 に は ， 審 判 対 象 と し て

旧 訴 因 で い い か ど う か 検 察 官 が 判 断 す る が ，裁 判 所 が 訴 因 か ら ず

れ た 認 定 を す る お そ れ が あ る と き ， 被 告 人 ・ 弁 護 人 が 十 分 な 防 禦

を し て い な い お そ れ が あ る の で ， 不 意 打 認 定 を 回 避 す る 観 点 か ら

訴 因 を 変 更 す る こ と が 求 め ら れ る 。 基 準 ～ 抽 象 的 防 禦 の 利 益 ， 具

体 的 防 禦 の 利 益 ， 縮 小 認 定 。  

ウ （ 訴 因 変 更 の 可 否 ）： 訴 因 変 更 は ， 新 旧 の 訴 因 が 対 象 と す る の

が 自 然 的 社 会 的 に 同 一 の 事 実 で あ り ，検 察 官 の 主 張 と し て も い ず

れ か の 訴 因 に よ る 処 罰 が な さ れ れ ば 他 方 の 訴 因 で の 処 罰 は 二 重

処 罰 と な る の か ど う か ， 訴 因 は 比 両 立 で あ る か ど う か で 判 定 。  

【第 ３問 】  

医師 の作 成 する 診断 書の 証 拠能 力に つい て 説明 しな さい 。  

○ 学 識 経 験 者 に よ る 学 識 経 験 に 基 づ く 性 状 把 握 で あ る 。 当 事

者が 証拠 に する こと に同 意 しな い場 合に も，「鑑 定」の一 種 と

し て 扱 い ， ３ ２ １ 条 ４ 項 で 処 理 す る 。 医 師 を 証 人 尋 問 し て ，

診 断 を 自 ら 適 切 に 行 い ， そ の 結 果 を 自 ら 正 確 に 診 断 書 に 記 載

した こと を 証言 させ る。  

２  採 点 実 感  

３  学 習 方 法  


